
 
（図表１）鉱工業生産と出荷  

（資料） 経済産業省「鉱工業指数統計」
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（図表２）消費者コンフィデンス  

（注）1. X-11による季節調整値。但し、消費者態度指数は、内閣府による季節調整値。なお、日経消費
予測指数は、2004年まで四半期調査であったため、四半期の値で季節調整を実施。

2. 消費者態度指数（調査客体：全国一般 5,040世帯）、日経消費予測指数（同：首都圏 600人

<2004年9月までは1,500人、2004年12月は880人>）、生活不安度指数（同：全国 2,200人）は

いずれも消費者意識を尋ねたアンケート調査。

3. 生活不安度指数とそれ以外とでは調査月が異なるため、計数を各々の調査月にプロット。

（資料） 内閣府「消費動向調査」、日経産業消費研究所「日経消費予測指数」、

日本リサーチ総合研究所「消費者心理調査」
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（図表３）米国の実質ＧＤＰの推移  
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（出所）米国商務省 

 
 

（図表４）中国の実質ＧＤＰの推移  
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改訂後年間改訂                        四半期改訂
2000　  8.0％→8.4％    2005/1Q　  9.4％→9.9％
2001　  7.5％→8.3％    2005/2Q　  9.5％→10.1％
2002　  8.3％→9.1％    2005/3Q　  9.4％→9.8％
2003　  9.5％→10.0％
2004　  9.5％→10.1％

直近：4Q
 

（出所）中国国家統計局 

 

 

 



 

 

 （図表５）首都圏の品質調整済み中古マンション価格指数  
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（図表６）関西圏の品質調整済み中古マンション価格指数  

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

2
0
0
1
0
1

2
0
0
1
0
7

2
0
0
2
0
1

2
0
0
2
0
7

2
0
0
3
0
1

2
0
0
3
0
7

2
0
0
4
0
1

2
0
0
4
0
7

2
0
0
5
0
1

2
0
0
5
0
7

2
0
0
6
0
1

関西圏ALL

大阪

兵庫

京都

 （注）ファミリータイプ。2000 年 1 月 = 1. 

（出所）IPD（インベストメンント・プロパティ・データバンク） 

 



 

【添付資料】地域再生本部『地域再生税制について』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域再生税制について

＜課税の特例の適用要件＞

地方公共団体が作成する「地域再生計画」において、地域再生事業の実施が当該計画の

目標達成のために必要な民間事業として位置づけられており、雇用機会の創出効果が見

込まれる場合

＜地域再生事業の基本的考え方＞

（１）従来公的主体が主に担っていた事業

（２）収益性の観点から民間の積極的参入が期待できない事業

であるが、地域再生を推進する上で民間事業者の参入が望ましいと考えられる分野

地域再生に資する経済的社会的効果を及ぼす事業（地域再生事業）を行う民間企業

に対する投資について税制上の優遇措置を講じることにより、当該事業に対する民間

資金にインセンティブを付与

「志ある投資」を支援
地域再生に役立つ事業の展開を後押し

地域再生税制の全体イメージ

地方公共団体

地域再生計画
株式会社が行う地域再生事業が

記載された計画

認定地域再生計画

内閣総理大臣

下記の要件に該当する株式会社について指定
①常時雇用者数が20人以上であること
②地域再生事業を専ら行う株式会社であること
③地方公共団体が発行済株式の総数の5/100以上1/3以下
の株式を保有していること
④非上場会社、非店頭登録会社であること
⑤中小企業者であり、大規模法人の子会社ではないこと
⑥計画の認定が取り消された場合の地域再生事業を行う株式
会社ではないこと
⑦株式投資契約を締結する株式会社であること。

指定

特定地域再生事業会社
認定地域再生計画に基づき、
地域再生事業を行う株式会社

個人投資家

出資

① 投資額控除
② 損失繰延
③ 譲渡益圧縮

認定

地域再生事業の内容
①社会福祉施設、交通施設等の公益的施設
②環境対策に資する新エネルギー施設等 の整備運営事業
③地場産業の支援に資する試験研究施設等

地域再生事業の内容
①社会福祉施設、交通施設等の公益的施設
②環境対策に資する新エネルギー施設等 の整備運営事業
③地場産業の支援に資する試験研究施設等

計画の認定とは別に会社の指定が必要

出資に対する税制上の特例措置

認定基準
①地域再生基本方針に適合すること
②地域再生の実現に相当程度寄与すること
③円滑かつ確実な実施が見込まれること


